
－ 1 －

令

和

六

年

九

月

第
三
百
十
九
回
定
例
会
提
出
議
案

青

森

県

議

会

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
六
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

一

号

一
般
会
計
補
正
予
算

四
十
二
億
五
千
七
万
七
千
円

（
第
一
号
）
案

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

七
千
六
十
四
億
五
千
七
万
七
千
円

２

継
続
費
の
補
正

ね
む
の
き
会
館
体
育
館
建
築
事
業
費

３

繰
越
明
許
費

国
県
道
道
路
補
修
事
業
費
ほ
か
十
一
件

４

債
務
負
担
行
為
の
補
正

全
国
知
事
会
議
開
催
事
業
費
ほ
か
一
件

５

地
方
債
の
補
正

過
年
発
生
単
独
災
害
復
旧
事
業
ほ
か
十
八
件

（
減
額
）
二
億
六
千
五
百
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
六
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

二

号

港
湾
整
備
事
業
特
別

九
千
二
百
七
十
五
万
六
千
円

会
計
補
正
予
算
（
第

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

一
号
）
案

十
五
億
八
千
三
百
九
十
二
万
九
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
六
年
度
青
森
県

○

中
央
病
院

第

三

号

病
院
事
業
会
計
補
正

収
益
的
支
出
の
予
定
額
の
補
正

予
算
（
第
一
号
）
案

支
出

五
千
万
円

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

収
入

千
七
百
二
十
九
万
千
円

支
出

一
億
千
九
百
七
十
九
万
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 2 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
六
年
度
青
森
県

１

流
域
下
水
道

第

四

号

下
水
道
事
業
会
計
補

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

正
予
算
（
第
一
号
）

収
入
（
減
額
）
八
億
五
千
九
百
八
十
万
円

案

支
出
（
減
額
）
八
億
五
千
九
百
八
十
万
円

２

十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

収
入
（
減
額
）
九
千
四
百
五
十
六
万
円

支
出
（
減
額
）
九
千
四
百
五
十
六
万
円

３

企
業
債
の
補
正

下
水
道
事
業

（
減
額
）
一
億
九
千
百
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

青
森
県
大
麻
取
扱
者

大
麻
取
締
法
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う

第

五

号

免
許
申
請
手
数
料
等

も
の
で
あ
る
。

徴
収
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

医
療
薬
務
課
）

議

案

青
森
県
建
築
確
認
申

建
築
基
準
法
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う

第

六

号

請
等
手
数
料
等
徴
収

も
の
で
あ
る
。

条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
案

（
担
当
課

建
築
住
宅
課
）

議

案

青
森
県
公
営
企
業
の

青
森
県
立
中
央
病
院
の
一
般
病
床
数
を
改
め
る
も

第

七

号

設
置
等
に
関
す
る
条

の
で
あ
る
。

例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
案

（
担
当
課

病
院
局
）



－ 3 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

工
事
の
請
負
契
約
の

１

工
事
の
表
示

第

八

号

件

青
森
県
立
黒
石
養
護
学
校
（
校
舎
）
改
築
・
長

寿
命
化
改
修
工
事

２

請
負
代
金

二
十
億
九
千
六
百
六
十
万
円

３

契
約
の
相
手
方

西
村
・
弘
南
・
村
上
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業

体

（
担
当
課

学
校
施
設
課
）

議

案

工
事
の
請
負
契
約
の

県
営
廻

堰
三
期
地
区
農
業
水
路
等
長
寿
命
化
・

ま
わ
り
ぜ
き

第

九

号

一
部
変
更
の
件

防
災
減
災
事
業
廻

堰
三
期
長
寿
防
災
第
一
号
工
事

ま
わ
り
ぜ
き

に
つ
い
て
、
工
事
内
容
の
変
更
に
よ
る
請
負
代
金
の

変
更
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

農
村
整
備
課
）

議

案

和
解
の
件

１

和
解
の
相
手
方

第

十

号

十
和
田
市
在
住

個
人
Ｂ

十
和
田
市
在
住

個
人
Ｃ

山
形
県
酒
田
市
在
住

個
人
Ｄ

十
和
田
市
在
住

個
人
Ｅ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
八
日
公
務
に

よ
る
負
荷
に
よ
っ
て
発
症
し
た
精
神
疾
患
に
起
因

し
て
警
察
署
に
勤
務
す
る
個
人
Ａ
が
死
亡
し
た
こ

と
に
係
る
解
決
金
と
し
て
、
同
人
の
配
偶
者
で
あ

る
個
人
Ｂ
に
対
し
て
金
二
千
八
百
三
十
六
万
三
千

百
七
十
四
円
を
、
個
人
Ａ
の
子
で
あ
る
個
人
Ｃ
、

個
人
Ｄ
及
び
個
人
Ｅ
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
金
九
百

四
十
五
万
四
千
三
百
九
十
一
円
を
支
払
う
。

（
担
当
課

監
察
課
）



－ 4 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
工
業
用
水
道

令
和
五
年
度
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
未
処
分
利

第

十
一

号

事
業
未
処
分
利
益
剰

益
剰
余
金
を
建
設
改
良
積
立
金
を
積
み
立
て
る
方
法

余
金
の
処
分
の
件

及
び
資
本
金
へ
組
み
入
れ
る
方
法
に
よ
り
処
分
す
る

も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

整
備
企
画
課
）

議

案

青
森
県
病
院
事
業
建

青
森
県
病
院
事
業
建
設
改
良
積
立
金
を
令
和
五
年

第

十
二

号

設
改
良
積
立
金
の
目

度
青
森
県
病
院
事
業
未
処
理
欠
損
金
の
補
塡
に
充
て

的
外
使
用
の
件

る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

病
院
局
）

議

案

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
委
員

平
間
恵
美
及
び
中
野

ひ

ら

ま

え

み

な

か

の

第

十
三

号

委
員
の
任
命
の
件

博
之
の
任
期
が
令
和
六
年
九
月
三
十
日
を
も
っ
て
満

ひ

ろ

し

了
す
る
の
で
、
後
任
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
同
意

を
得
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

人
事
課
）

議

案

決
算
の
認
定
を
求
め

令
和
五
年
度
の
決
算
の
認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ

第

十
四

号

る
の
件

る
。

（
担
当
課

会
計
管
理
課
）

議

案

青
森
県
工
業
用
水
道

令
和
五
年
度
の
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
の

第

十
五

号

事
業
会
計
の
決
算
の

決
算
の
認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

認
定
を
求
め
る
の
件

（
担
当
課

整
備
企
画
課
）

議

案

青
森
県
病
院
事
業
会

令
和
五
年
度
の
青
森
県
病
院
事
業
会
計
の
決
算
の

第

十
六

号

計
の
決
算
の
認
定
を

認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

求
め
る
の
件

（
担
当
課

病
院
局
）



－ 5 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
下
水
道
事
業

令
和
五
年
度
の
青
森
県
下
水
道
事
業
会
計
の
決
算

第

十
七

号

会
計
の
決
算
の
認
定

の
認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

を
求
め
る
の
件

（
担
当
課

都
市
計
画
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

一

号

の
報
告
の
件
（
和
解

八
戸
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
一
日
八
戸
市
大
字

河
原
木
字
神
才
一
九
の
四
地
内
に
お
い
て
県
が
使

用
す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
個

人
Ａ
が
負
傷
し
、
及
び
同
人
所
有
の
自
動
車
が
損

傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し

て
、
同
人
に
対
し
て
金
七
十
九
万
二
十
一
円
を
支

払
う
。

（
令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

財
産
管
理
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

二

号

の
報
告
の
件
（
和
解

東
津
軽
郡
平
内
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
二
年
八
月
七
日
青
森
県
立
あ
す
な

ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
発
生
し
た
介
護

事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
が
負
傷
し
た
こ
と
に
よ
り

生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て

金
六
十
二
万
千
九
百
六
十
六
円
を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
八
月
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

障
が
い
福
祉
課
）



－ 6 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

令
和
二
年
八
月
七
日
青
森
県
立
あ
す
な
ろ
療
育
福

第

三

号

の
報
告
の
件
（
損
害

祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
発
生
し
た
介
護
事
故
に
よ
っ

賠
償
の
額
の
決
定
の

て
個
人
Ａ
が
負
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に

件
）

つ
い
て
全
国
健
康
保
険
協
会
が
健
康
保
険
法
第
百
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
族
療
養
費
の
支
給
及
び

同
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養

費
の
支
給
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
五
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
位
取
得
し
た
損
害
賠
償

請
求
権
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
の
県
の
同
協
会
に
対

す
る
損
害
賠
償
の
額
を
左
記
の
と
お
り
定
め
る
も
の

と
す
る
。

損
害
賠
償
額

九
十
二
万
六
千
二
百
六
十
四
円

（
令
和
六
年
八
月
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

障
が
い
福
祉
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

四

号

の
報
告
の
件
（
和
解

北
津
軽
郡
板
柳
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
一
月
十
八
日
弘
前
市
大
字
三

和
字
川
合
二
○
九
の
三
地
内
の
県
道
に
お
い
て
、

当
該
県
道
の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る
事
故
に
よ
っ
て

個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り

生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て

金
五
万
三
千
三
百
五
十
五
円
を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
八
月
二
十
三
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 7 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

五

号

の
報
告
の
件
（
和
解

青
森
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
一
月
十
七
日
青
森
市
大
字
横

内
字
前
嶽
国
有
林
二
三
九
林
班
イ
小
班
地
内
の
国

道
に
お
い
て
、
当
該
国
道
上
の
樹
木
か
ら
の
落
雪

に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が

損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と

し
て
、
同
人
に
対
し
て
金
七
十
九
万
六
千
八
百
八

十
四
円
を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
八
月
二
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

六

号

の
報
告
の
件
（
和
解

弘
前
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
一
月
十
八
日
弘
前
市
大
字
三

和
字
川
合
二
○
九
の
三
地
内
の
県
道
に
お
い
て
、

当
該
県
道
の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る
事
故
に
よ
っ
て

個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り

生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て

総
合
自
動
車
保
険
契
約
に
基
づ
き
保
険
会
社
が
支

払
っ
た
金
十
万
円
の
ほ
か
金
五
万
円
を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
八
月
二
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 8 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

令
和
六
年
一
月
十
八
日
弘
前
市
大
字
三
和
字
川
合

第

七

号

の
報
告
の
件
（
損
害

二
〇
九
の
三
地
内
の
県
道
に
お
い
て
当
該
県
道
の
穴

賠
償
の
額
の
決
定
の

ぼ
こ
に
起
因
す
る
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自

件
）

動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い

て
ア
ク
サ
損
害
保
険
株
式
会
社
が
総
合
自
動
車
保
険

契
約
に
基
づ
く
保
険
金
の
支
払
を
行
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
保
険
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代

位
取
得
し
た
損
害
賠
償
請
求
権
に
係
る
損
害
に
つ
い

て
の
県
の
同
株
式
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
額
を

左
記
の
と
お
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

損
害
賠
償
額

十
万
円

（
令
和
六
年
八
月
二
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

八

号

の
報
告
の
件
（
和
解

八
戸
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
四
月
十
四
日
八
戸
市
南
郷
大

字
島
守
字
赤
羽
六
の
一
○
七
地
先
の
県
道
に
お
い

て
、
当
該
県
道
の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る
事
故
に
よ

っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に

よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対

し
て
金
六
千
六
百
三
円
を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
八
月
二
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 9 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

九

号

の
報
告
の
件
（
和
解

下
北
郡
大
間
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
下
北
郡
大
間

町
大
字
大
間
字
大
間
平
五
三
地
先
の
下
手
浜
漁
港

突
堤
に
お
い
て
、
当
該
突
堤
の
係
船
環
の
破
断
に

伴
う
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
漁
船
が
損
傷

し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し

て
、
同
人
に
対
し
て
金
七
十
八
万
六
千
五
百
円
を

支
払
う
。

（
令
和
六
年
八
月
三
十
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

漁
港
漁
場
整
備
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十

号

の
報
告
の
件
（
和
解

三
戸
郡
新
郷
村
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

個
人
Ａ
は
、
令
和
六
年
三
月
七
日
三
戸
郡
五
戸

町
大
字
倉
石
中
市
字
上
ミ
平
一
八
の
一
地
内
に
お

い
て
同
人
が
運
転
す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事

故
に
よ
っ
て
青
森
市
新
田
三
丁
目
六
の
四
株
式
会

社
ト
ヨ
タ
レ
ン
タ
リ
ー
ス
青
森
が
所
有
し
、
県
が

使
用
す
る
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ

た
当
該
自
動
車
の
修
理
費
用
を
負
担
し
た
県
に
対

し
て
金
十
二
万
千
二
百
四
十
二
円
を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
八
月
三
十
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

農
林
水
産
政
策
課
）



－ 10 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
一

号

の
報
告
の
件
（
和
解

上
北
郡
七
戸
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

上
北
郡
七
戸
町
在
住

個
人
Ｂ

２

和
解
の
内
容

個
人
Ａ
は
、
令
和
六
年
一
月
十
五
日
上
北
郡
七

戸
町
字
寺
裏
三
五
の
五
地
先
の
国
道
交
差
点
に
お

い
て
同
人
が
運
転
し
、
個
人
Ｂ
が
所
有
す
る
自
動

車
（
以
下
「
本
件
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
運
行

及
び
八
戸
市
柏
崎
二
丁
目
四
の
一
七
株
式
会
社
三

八
五
オ
ー
ト
リ
ー
ス
が
所
有
し
、
県
が
使
用
す
る

自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
本
件
自
動

車
及
び
当
該
県
が
使
用
す
る
自
動
車
が
損
傷
し
た

こ
と
に
よ
り
生
じ
た
当
該
県
が
使
用
す
る
自
動
車

の
修
理
費
用
を
負
担
し
た
県
に
対
し
て
金
五
万
二

千
九
百
四
円
を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
九
月
二
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
二

号

の
報
告
の
件
（
和
解

上
北
郡
六
ケ
所
村
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
五
年
一
月
十
五
日
上
北
郡
東
北
町

字
姥
沢
四
六
の
一
地
先
の
県
道
に
お
い
て
、
当
該

県
道
上
の
樹
木
に
接
触
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
個
人

Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ

た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て
家
庭

用
自
動
車
総
合
保
険
契
約
に
基
づ
き
保
険
会
社
が

支
払
っ
た
金
八
万
千
八
百
四
十
円
の
ほ
か
金
十
二

万
三
千
四
百
十
四
円
を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
九
月
六
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 11 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

令
和
五
年
一
月
十
五
日
上
北
郡
東
北
町
字
姥
沢
四

第

十
三

号

の
報
告
の
件
（
損
害

六
の
一
地
先
の
県
道
に
お
い
て
当
該
県
道
上
の
樹
木

賠
償
の
額
の
決
定
の

に
接
触
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車

件
）

が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
三

井
住
友
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社
が
家
庭
用
自
動
車

総
合
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険
金
の
支
払
を
行
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
保
険
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
代
位
取
得
し
た
損
害
賠
償
請
求
権
に
係
る
損

害
に
つ
い
て
の
県
の
同
株
式
会
社
に
対
す
る
損
害
賠

償
の
額
を
左
記
の
と
お
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

損
害
賠
償
額

八
万
千
八
百
四
十
円

（
令
和
六
年
九
月
六
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
四

号

の
報
告
の
件
（
和
解

青
森
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
五
年
二
月
十
一
日
青
森
市
大
字
横

内
字
前
嶽
国
有
林
二
三
一
林
班
イ
小
班
地
内
の
国

道
に
お
い
て
、
当
該
国
道
上
の
樹
木
か
ら
の
落
雪

に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が

損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と

し
て
、
同
人
に
対
し
て
金
三
十
万
七
千
円
を
支
払

う
。

（
令
和
六
年
九
月
六
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 12 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
五

号

の
報
告
の
件
（
和
解

三
戸
郡
五
戸
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

個
人
Ａ
は
、
令
和
六
年
二
月
十
三
日
三
戸
郡
五

戸
町
字
下
中
崎
一
四
地
内
に
お
い
て
同
人
が
運
転

す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
県
有

自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の

賠
償
金
と
し
て
、
県
に
対
し
て
金
十
六
万
三
千
円

を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
九
月
六
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

農
林
水
産
政
策
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
六

号

の
報
告
の
件
（
和
解

黒
石
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

個
人
Ａ
は
、
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日
弘
前
市

大
字
下
白
銀
町
一
四
の
二
地
内
に
お
い
て
同
人
が

運
転
す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て

県
有
建
物
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害

の
賠
償
金
と
し
て
、
県
に
対
し
て
金
三
十
三
万
円

を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
九
月
十
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）



－ 13 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
七

号

の
報
告
の
件
（
和
解

八
戸
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

個
人
Ａ
は
、
令
和
六
年
四
月
二
十
四
日
八
戸
市

大
字
河
原
木
字
千
刈
田
九
の
三
地
内
の
国
道
に
お

い
て
同
人
所
有
の
自
動
車
（
以
下
「
本
件
自
動
車
」

と
い
う
。
）
の
運
行
及
び
県
有
自
動
車
の
運
行
に

よ
る
事
故
に
よ
っ
て
本
件
自
動
車
及
び
県
有
自
動

車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償

金
と
し
て
、
県
に
対
し
て
金
七
十
四
万
二
千
九
百

八
十
一
円
を
支
払
う
。

（
令
和
六
年
九
月
十
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）

報

告

令
和
五
年
度
青
森
県

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
第
十
八
条
の
二
第
二
項

第

十
八

号

病
院
事
業
会
計
継
続

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
度
青
森
県
病
院
事
業

費
精
算
報
告
書
の
報

会
計
継
続
費
精
算
報
告
書
に
つ
い
て
、
報
告
す
る
も

告
の
件

の
で
あ
る
。

（
担
当
課

病
院
局
）

報

告

健
全
化
判
断
比
率
の

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律

第

十
九

号

報
告
の
件

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
度
の

決
算
に
係
る
健
全
化
判
断
比
率
に
つ
い
て
、
監
査
委

員
の
意
見
を
付
し
、
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

実
質
赤
字
比
率

な
し

連
結
実
質
赤
字
比
率

な
し

実
質
公
債
費
比
率

十
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

将
来
負
担
比
率

六
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 14 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

青
森
県
港
湾
整
備
事

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律

第

二
十

号

業
の
資
金
不
足
比
率

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年

の
報
告
の
件

度
の
青
森
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
の
決
算
に
係

る
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
の
意
見
を

付
し
、
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

資
金
不
足
比
率

な
し

（
担
当
課

港
湾
空
港
課
）

報

告

青
森
県
工
業
用
水
道

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律

第
二
十
一
号

事
業
の
資
金
不
足
比

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年

率
の
報
告
の
件

度
の
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
の
決
算
に
係
る

資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付

し
、
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

資
金
不
足
比
率

な
し

（
担
当
課

整
備
企
画
課
）

報

告

青
森
県
病
院
事
業
の

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律

第
二
十
二
号

資
金
不
足
比
率
の
報

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年

告
の
件

度
の
青
森
県
病
院
事
業
会
計
の
決
算
に
係
る
資
金
不

足
比
率
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付
し
、
報

告
す
る
も
の
で
あ
る
。

資
金
不
足
比
率

な
し

（
担
当
課

病
院
局
）

報

告

青
森
県
下
水
道
事
業

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律

第
二
十
三
号

の
資
金
不
足
比
率
の

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年

報
告
の
件

度
の
青
森
県
下
水
道
事
業
会
計
の
決
算
に
係
る
資
金

不
足
比
率
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付
し
、

報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

資
金
不
足
比
率

な
し

（
担
当
課

都
市
計
画
課
）



－ 15 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

公
立
大
学
法
人
青
森

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
の
令
和
五
年

第
二
十
四
号

県
立
保
健
大
学
の
令

度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
の
評
価
の
結
果

和
五
年
度
に
お
け
る

を
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改

業
務
の
実
績
に
つ
い

革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

て
の
評
価
の
結
果
の

る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
附
則
第
三

報
告
の
件

条
第
三
項
に
基
づ
き
、
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）

報

告

地
方
独
立
行
政
法
人

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

第
二
十
五
号

青
森
県
産
業
技
術
セ

の
令
和
五
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
の

ン
タ
ー
の
令
和
五
年

評
価
の
結
果
を
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
十
八
条

度
に
お
け
る
業
務
の

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

実
績
に
つ
い
て
の
評

価
の
結
果
の
報
告
の

件

（
担
当
課

農
林
水
産
政
策
課
）

報

告

公
立
大
学
法
人
青
森

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
の
中
期
目
標

第
二
十
六
号

県
立
保
健
大
学
の
中

の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間

期
目
標
の
期
間
の
終

に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
の
評
価
の
結
果
を

了
時
に
見
込
ま
れ
る

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革

中
期
目
標
の
期
間
に

の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

お
け
る
業
務
の
実
績

法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
附
則
第
三
条

に
つ
い
て
の
評
価
の

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

結
果
の
報
告
の
件

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）

報

告

地
方
独
立
行
政
法
人

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

第
二
十
七
号

青
森
県
産
業
技
術
セ

の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い

ン
タ
ー
の
中
期
目
標

て
の
評
価
の
結
果
を
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
十

の
期
間
に
お
け
る
業

八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
す
る
も
の
で

務
の
実
績
に
つ
い
て

あ
る
。

の
評
価
の
結
果
の
報

告
の
件

（
担
当
課

農
林
水
産
政
策
課
）


